
＝
資
料
紹
介
＝
 
 

検
 
地
 
仕
 
法
 
 

1
江
戸
時
代
の
検
地
の
囲
と
実
際
－
－
－
 
 

多
仁
照
度
 
 

（
弼
務
確
蠣
媚
料
鰻
）
 
 
 



は
じ
め
 
に
 
 

検
地
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
江
戸
時
代
の
租
税
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
土
地
丈
量
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
検
地
帳
に
名
詩
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
租
税
の
負
担
者
と
さ
れ
、
「
本
百
姓
」
と
し
て
公
権
力
に
認
め
ら
れ
た
農
民
と
看
倣
さ
れ
る
、
幕
藩
制
社
会
の
基
礎
 
 

を
な
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
近
代
資
本
主
義
の
基
礎
を
形
成
し
た
と
評
価
さ
れ
る
明
治
六
年
よ
り
の
地
租
改
正
も
、
太
閤
検
 
 

地
と
そ
れ
に
続
く
江
戸
時
代
の
検
地
に
よ
っ
て
、
地
租
が
創
定
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
「
改
正
」
事
業
で
あ
っ
た
。
 
 
 

現
在
、
税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
の
展
示
室
に
は
、
江
戸
時
代
の
検
地
の
具
体
的
様
子
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
囲
と
、
地
租
改
正
の
実
 
 

際
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
囲
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
複
製
品
で
あ
り
、
前
者
の
江
戸
時
代
の
図
は
、
信
渡
国
筑
摩
郡
神
戸
村
の
 
 

村
役
人
で
あ
っ
た
丸
山
角
之
丞
が
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
画
い
た
も
の
で
、
現
物
は
神
奈
川
県
藤
沢
市
文
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
 
 

る
。
後
者
の
「
文
明
開
化
地
租
改
正
地
面
測
量
改
之
図
」
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
、
秋
田
県
第
七
大
区
（
雄
勝
郡
）
地
租
改
正
 
 

総
代
茂
木
亀
六
が
、
土
地
丈
量
を
し
て
い
る
自
身
を
措
か
せ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
現
物
は
秋
田
県
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
二
つ
の
国
を
見
較
べ
る
と
、
服
装
や
道
具
に
多
少
違
い
ほ
あ
る
も
の
の
、
十
字
見
切
法
な
ど
測
量
技
術
に
お
い
て
は
あ
ま
り
変
わ
 
 

ら
な
い
。
し
か
し
、
地
租
改
正
の
方
は
民
間
人
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
が
最
も
違
う
。
 
 
 

丸
山
角
之
丞
の
手
に
な
る
検
地
の
囲
は
、
北
島
正
元
編
『
土
地
制
度
史
』
Ⅰ
（
山
川
出
版
社
）
の
口
絵
に
掲
載
さ
れ
た
、
信
濃
国
筑
摩
 
 

郡
今
井
村
高
山
三
千
彦
文
書
の
天
保
五
年
「
検
地
仕
法
御
請
証
文
」
中
の
図
と
同
じ
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
高
山
文
書
中
の
図
と
丸
山
角
之
丞
の
「
検
地
仕
法
」
の
図
と
比
べ
る
と
、
高
山
文
書
に
あ
る
肇
持
が
「
検
地
仕
法
」
に
 
一
 
 

は
な
い
が
、
「
検
地
仕
法
」
の
図
の
方
が
、
図
そ
の
も
の
の
ま
と
ま
り
が
よ
く
、
ま
た
、
高
山
文
書
の
図
に
は
な
い
、
縄
引
き
が
「
検
地
 
 

三
八
一
 
 
 



≡
八
二
 
 

仕
法
」
の
図
に
は
あ
る
。
 
 
 

こ
の
度
‥
こ
の
「
検
地
仕
法
」
を
紹
介
す
る
の
は
、
『
土
地
制
度
史
』
Ⅰ
の
出
版
時
点
で
、
江
戸
幕
府
に
よ
る
検
地
の
実
況
を
記
録
し
 
 

た
唯
一
の
図
と
さ
れ
た
、
天
保
五
年
の
今
井
村
と
古
見
村
の
係
争
地
疫
対
す
る
検
地
の
図
は
、
神
戸
村
丸
山
文
書
に
あ
る
「
検
地
仕
法
」
 
 

の
函
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
こ
の
図
の
複
製
が
、
藤
沢
市
文
書
館
な
ら
び
に
原
蔵
老
の
丸
山
久
子
氏
（
元
成
城
大
学
 
 

教
授
）
の
御
好
意
に
よ
り
、
租
税
資
料
室
の
調
査
活
動
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
鹿
宗
室
に
掲
示
さ
れ
た
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ば
こ
の
再
 
 

発
見
が
葵
磯
と
な
り
、
江
戸
時
代
の
検
地
の
図
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
寺
川
弘
文
飽
発
行
の
『
国
史
大
辞
典
』
第
五
巻
に
収
載
さ
れ
 
 

た
こ
と
に
よ
る
。
 
 
 

併
せ
て
、
角
之
丞
が
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
行
わ
れ
た
検
地
を
記
録
⊥
た
史
料
の
文
中
に
、
農
民
の
検
地
に
対
す
る
本
音
が
吐
 
 

藩
牒
れ
て
い
る
や
で
「
 
こ
れ
も
紹
介
し
た
い
。
 
 
 

検
地
仕
法
臥
成
立
事
情
と
特
色
 
 
 

「
検
地
仕
法
」
は
、
『
土
地
制
度
史
』
Ⅰ
（
七
一
貫
）
で
大
石
憐
三
飾
氏
が
述
べ
ら
れ
、
ま
た
′
「
検
地
仕
法
」
の
巻
頭
の
「
御
検
地
之
 
 

次
第
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
ケ
に
、
天
保
五
年
、
松
本
藩
御
預
所
の
信
濃
国
筑
摩
部
今
井
村
よ
れ
内
藤
駿
河
守
領
分
古
見
村
へ
か
か
る
 
 

（
1
）
 
 

用
水
新
堰
出
入
の
土
地
に
行
わ
れ
た
検
地
の
時
‥
該
地
に
出
作
し
て
い
た
小
文
、
神
戸
新
田
、
神
戸
の
三
ケ
村
分
（
い
ず
れ
も
松
本
藩
御
 
 

預
所
）
に
つ
．
い
て
も
検
地
を
請
け
た
際
の
記
録
で
あ
る
。
 
 
 

問
題
の
村
々
は
バ
乗
鞍
山
麓
よ
り
流
れ
出
た
鎖
川
が
、
松
本
盆
地
に
出
た
付
近
に
あ
り
、
奈
良
井
川
と
の
合
流
点
に
近
い
今
井
村
と
古
 
 

見
村
の
用
水
新
堰
出
入
は
、
幕
府
評
定
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
幕
府
よ
り
御
勘
定
方
が
検
地
奉
行
と
し
て
係
争
地
に
派
遣
さ
れ
、
天
保
五
 
 
 



年
八
月
二
十
一
日
に
倹
地
が
開
港
さ
れ
た
。
 
 
 

図
（
彩
色
）
に
は
、
先
づ
検
地
場
所
へ
、
案
内
（
角
之
丞
）
の
先
導
に
よ
り
向
か
う
御
奉
行
一
行
が
画
か
れ
て
い
る
。
検
地
道
具
等
の
外
 
 

に
、
茶
釜
や
茶
道
具
を
扱
っ
て
い
る
姿
が
面
白
い
。
次
に
、
検
地
の
場
所
で
実
際
に
検
地
を
行
っ
て
い
る
情
景
が
、
変
形
の
土
地
を
「
物
 
 

見
（
な
ら
し
み
）
」
に
よ
つ
て
矩
形
に
し
て
、
「
十
字
」
に
よ
っ
て
上
下
・
左
右
に
張
ら
れ
た
「
（
検
地
）
縄
」
の
交
点
を
直
角
に
取
り
、
縦
 
 

何
問
、
横
何
問
と
一
筆
毎
に
計
測
し
て
い
る
。
一
筆
毎
の
面
積
が
完
全
に
は
正
確
で
は
な
く
、
近
似
値
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
 
 
 

検
地
の
図
に
聴
く
文
に
は
、
細
見
・
梵
天
・
十
字
・
縄
の
使
い
方
の
外
に
、
検
地
役
人
の
音
声
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
実
測
の
靡
、
検
地
役
人
が
、
絵
図
待
ち
に
対
し
て
「
元
歩
」
と
呼
ぶ
。
コ
刀
歩
」
つ
ま
り
従
前
の
等
級
面
積
を
読
み
、
そ
 
 

の
土
地
の
名
請
人
の
名
を
読
薮
上
げ
る
。
そ
れ
を
書
留
の
老
が
書
き
留
め
る
と
、
絶
引
に
 
 

声
を
か
け
る
。
縄
引
が
縄
を
引
っ
張
う
、
「
杖
（
間
竿
）
」
に
よ
っ
て
縄
の
長
さ
を
計
測
 
 

な
が
 
 

し
、
役
人
が
「
長
」
と
呼
べ
ば
、
「
長
」
と
答
え
て
、
「
何
十
何
問
何
尺
何
寸
」
七
読
み
 
 

あ
げ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
「
三
方
（
図
で
些
二
角
）
」
の
役
人
が
「
御
書
留
読
合
ス
」
士
 
 

答
え
、
「
其
事
英
幸
」
ま
た
は
「
う
け
た
り
」
な
ど
と
、
．
確
認
を
す
る
。
 
 
 

こ
の
間
、
検
地
御
奉
行
は
、
「
畑
く
ろ
」
す
な
わ
ち
畑
の
畔
の
床
几
に
腰
を
か
け
て
見
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

土
う
し
た
検
地
の
際
の
音
声
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
高
島
線
雄
「
検
地
を
 
 

記
録
す
る
農
民
－
近
江
国
伊
香
郡
重
則
村
天
保
二
年
検
地
の
一
駒
－
」
 
（
明
治
大
学
近
世
 
 

近
代
史
研
究
会
網
『
歴
史
論
』
大
号
 
昭
和
五
十
四
年
）
に
紹
介
さ
れ
た
、
重
則
村
年
寄
 
 検地の場所概念図   

高
・
 
 
 

穂
 
 

△
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三
八
四
 
 

周
次
の
記
録
し
た
「
御
検
地
に
付
御
用
留
」
・
「
江
州
伊
香
郡
重
則
村
検
地
絵
図
面
」
に
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
検
地
仕
法
」
の
「
検
地
道
具
有
増
」
に
は
、
検
地
の
道
具
の
図
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
細
か
に
描
写
さ
れ
て
い
て
、
殊
 
 

に
「
梵
天
」
の
紙
の
折
り
方
は
、
従
来
一
般
に
知
ら
れ
る
安
藤
博
満
『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
に
あ
る
短
冊
を
束
ね
た
ゼ
け
の
も
の
と
は
 
 

違
う
。
 
 
 

従
来
、
江
戸
時
代
の
検
地
の
図
に
つ
い
て
ほ
、
『
徳
川
幕
府
県
治
要
略
』
所
載
の
図
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
江
戸
 
 

（
2
）
 
 

時
代
め
実
際
を
必
ず
し
も
措
い
て
い
な
い
の
で
は
、
と
い
う
疑
問
が
撞
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
大
学
刑
事
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
 
 

葛
飾
北
斎
の
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
「
地
方
測
量
の
園
」
も
立
会
の
農
民
の
姿
が
な
く
、
実
況
を
忠
実
に
措
い
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
 
 

検
地
を
受
け
た
農
民
の
目
か
ら
見
た
検
地
の
実
際
の
囲
が
、
最
も
検
地
の
奏
態
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
図
は
あ
ま
り
多
く
 
 

（
3
し
 
 

な
く
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
大
石
慎
三
郎
氏
紹
介
の
天
保
水
戸
藩
検
地
を
措
い
た
水
戸
市
の
平
戸
郡
治
氏
所
蔵
の
も
の
と
、
こ
 
 

の
「
検
地
仕
法
」
、
そ
れ
に
高
島
轟
堆
氏
前
掲
論
文
に
紹
介
さ
れ
た
天
保
二
年
近
江
国
伊
香
郡
重
則
村
（
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
 
 

館
所
蔵
）
の
も
の
と
が
あ
る
。
な
か
で
も
′
、
「
検
地
仕
法
」
の
図
は
、
観
察
が
細
か
く
、
場
所
へ
の
移
動
と
検
地
の
場
面
と
、
園
に
展
開
 
 

が
あ
り
面
白
い
。
 
 
 

こ
の
検
地
を
請
け
た
神
戸
村
で
は
、
天
保
五
年
九
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
侯
」
に
見
ら
九
る
よ
う
に
、
検
地
を
請
け
た
土
地
は
、
荒
 
 

（
4
）
 
 

畑
で
地
味
が
悪
い
の
で
、
本
途
に
組
み
込
ま
な
い
で
、
小
物
成
米
永
と
い
う
付
加
税
に
し
て
欲
し
い
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
こ
の
結
果
 
 

は
、
年
貢
関
係
の
史
料
が
あ
ま
り
丸
山
文
書
に
は
残
っ
て
ノ
い
な
い
の
で
、
何
ん
と
も
言
え
な
い
が
、
文
久
元
年
「
当
酉
御
年
貢
可
納
割
附
 
 

之
事
」
に
は
、
天
保
五
年
す
な
わ
ち
「
午
」
年
の
高
入
の
記
載
は
な
い
。
 
 
 

む
し
ろ
、
弘
化
二
年
の
「
巳
高
入
」
に
問
題
が
あ
る
。
 
 
 



と
記
し
て
い
る
。
 
 
 

右
の
文
の
内
容
か
ら
額
推
す
る
と
、
神
戸
村
で
は
田
地
持
と
無
高
と
の
間
に
」
川
 
 

（
5
）
 
 

「
小
前
乱
妨
一
件
」
と
検
地
 
 
 

「
検
地
仕
法
」
の
作
者
丸
山
角
之
丞
は
、
そ
の
十
年
後
の
弘
化
二
年
三
月
に
「
川
原
新
開
検
地
」
と
い
う
検
地
の
記
録
を
残
し
て
い
 
 

る
。
角
之
丞
は
そ
の
末
尾
に
、
 
 

（
悪
）
 
（
筆
者
註
、
以
下
同
じ
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
惜
気
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
隠
 
何
事
も
片
寄
る
ハ
あ
し
く
、
村
中
に
て
数
多
の
人
の
地
先
も
持
居
る
と
り
ん
き
す
く
る
し
、
壱
二
人
へ
地
先
か
た
ま
ヶ
候
へ
バ
、
′
お
ん
 
 
 

田
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
孫
子
）
 
（
末
代
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
欠
）
 
 
 
（
哲
 
 
で
ん
な
ぞ
と
い
い
立
、
お
高
を
詰
る
、
帳
面
に
な
り
侯
へ
バ
、
ま
ん
ご
ま
つ
だ
い
其
帳
の
な
く
な
る
事
な
し
、
か
け
て
も
な
が
れ
て
も
 
 

（
糞
）
 
 

役
元
に
帳
の
こ
り
、
裟
婆
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り
セ
め
ら
れ
道
具
こ
な
り
、
村
の
油
を
ぬ
く
と
も
、
人
の
こ
と
わ
ざ
に
い
ふ
、
田
地
拝
も
あ
 
 

（
待
遠
）
 
 
す
ハ
顛
高
と
な
る
な
ど
申
せ
ど
も
、
そ
う
も
は
か
も
ゆ
か
ず
、
同
人
ま
ち
ど
う
に
思
ひ
、
小
前
の
う
ち
気
丈
の
も
の
あ
り
て
小
作
仕
な
 
 

が
ら
出
入
に
な
し
、
高
入
と
な
り
候
へ
バ
、
是
迄
ま
け
る
上
納
も
、
ま
け
な
ん
で
 
 

（
詰
）
 
 

（
勘
弁
）
 
 

と
ら
れ
る
、
地
親
も
小
作
も
つ
ま
り
に
な
る
、
か
ん
べ
ん
し
た
ら
よ
か
ろ
う
け
れ
 
 

ど
、
そ
う
そ
う
も
か
ん
べ
ん
の
な
ら
ぬ
も
の
、
紙
の
あ
ま
り
あ
る
ゆ
へ
に
、
此
文
 
 

書
し
る
し
置
ぬ
 
 
 

一
笑
庵
 
 

○
覚
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原
新
開
に
画
し
て
対
立
が
あ
り
、
そ
の
対
立
の
故
に
、
．
争
論
を
解
決
す
る
た
め
に
検
地
が
 
 

行
わ
れ
た
。
▼
角
之
丞
は
、
こ
れ
を
争
っ
た
た
め
に
反
っ
て
孫
子
・
末
代
ま
で
残
る
検
地
帳
 
 

が
作
成
さ
れ
、
高
入
と
な
り
年
貢
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
、
ど
ち
ら
か
と
 
 

言
え
ば
傍
観
者
的
に
批
判
的
な
目
で
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

神
戸
村
ほ
、
文
久
元
年
の
年
貢
割
附
状
で
み
る
と
村
高
四
四
二
石
余
の
村
で
あ
っ
た
。
 
 

文
久
二
年
の
宗
門
人
別
帳
に
よ
れ
ば
、
家
数
は
六
十
四
軒
で
、
本
百
姓
四
十
五
軒
・
水
香
 
 

（
憮
高
）
十
八
軒
・
神
主
一
軒
と
い
う
内
訳
で
あ
っ
た
。
特
高
階
層
は
別
表
の
通
り
で
あ
 
 

る
が
、
丸
山
琴
二
郎
、
友
右
衛
門
家
が
、
八
十
二
着
金
、
五
十
石
余
を
持
ち
、
次
が
二
十
 
 

石
代
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
二
軒
が
群
を
抜
い
て
い
る
。
 
 

丸
山
氏
ほ
戦
国
の
武
将
の
系
譜
を
持
ち
、
神
戸
村
の
大
高
持
層
を
形
成
し
て
い
た
が
、
天
保
九
年
二
月
、
小
前
惣
代
読
右
循
門
、
源
四
 
 

郎
等
四
十
三
人
が
、
首
姓
代
藤
三
郎
、
与
頭
何
右
衛
門
（
友
右
衛
門
祖
父
）
を
相
手
取
っ
て
、
木
曽
川
（
奈
良
井
川
）
の
河
原
の
新
開
地
 
 

を
め
ぐ
っ
て
争
論
と
な
っ
た
。
小
前
側
の
要
求
は
、
河
原
に
新
開
を
認
め
さ
す
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
相
手
の
大
高
持
二
軒
は
、
河
原
は
株
 
 

場
で
本
田
を
養
う
の
に
必
要
な
土
地
だ
と
し
て
譲
ら
ず
、
た
め
に
両
者
が
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
、
嘉
永
元
年
「
為
取
替
」
札
之
 
 

事
」
に
よ
れ
ば
、
内
済
が
成
宜
し
、
四
人
の
小
前
の
土
地
の
所
持
が
認
め
ら
れ
、
残
り
の
係
争
地
は
」
村
役
人
が
貰
い
請
け
、
御
官
の
修
 
 

覆
料
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
「
小
前
乱
妨
一
件
」
が
適
っ
た
同
じ
年
、
天
保
九
年
十
一
月
の
「
信
州
筑
摩
郡
神
戸
村
極
難
家
別
取
調
帳
」
に
よ
れ
ば
、
家
数
五
 
 

十
七
軒
の
内
、
三
十
九
軒
貯
「
極
難
取
統
難
」
し
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
済
状
況
下
で
、
諌
右
衛
門
以
下
の
「
水
否
二
而
持
地
等
 
 
 

文久2年（1862）神戸村階層構成  
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は
無
御
座
も
の
」
に
と
っ
て
ほ
、
新
開
へ
の
希
望
は
強
く
、
「
古
老
虐
申
伝
候
儀
」
と
い
う
伝
統
的
な
権
威
を
背
景
に
、
本
田
大
高
持
 
 

が
、
本
田
を
養
う
た
め
の
株
場
を
確
保
し
ょ
う
と
し
た
の
と
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
小
前
と
大
高
持
の
争
い
の
狭
間
で
、
七
石
余
の
特
高
で
中
間
的
立
場
で
あ
っ
た
百
姓
代
角
之
丞
の
目
は
、
争
い
を
目
の
前
に
し
な
 
 

が
ら
冷
静
で
あ
っ
た
。
両
者
が
土
地
争
い
の
結
果
、
ど
っ
ち
へ
転
ん
で
も
検
地
を
請
け
、
検
地
帳
に
名
請
け
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

「
裟
婆
」
の
あ
る
限
り
は
、
年
貢
と
い
う
「
セ
め
ら
れ
道
具
」
定
な
る
。
騒
が
な
け
れ
ば
目
こ
ぼ
し
も
で
き
よ
う
も
の
を
、
か
え
っ
て
上
 
 

納
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
自
分
で
苦
し
い
結
果
を
招
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

む
 
す
 
び
 
 

「
検
地
仕
法
」
や
「
川
原
新
開
検
地
」
ノ
を
書
き
残
し
∫
た
丸
山
角
之
丞
は
、
検
地
の
図
や
「
川
原
新
開
検
地
」
の
末
尾
に
記
し
た
漫
画
を
 
 

見
て
も
、
か
な
り
の
風
流
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
年
貢
を
徴
収
す
る
村
役
人
と
し
て
の
丸
山
角
之
丞
こ
と
「
一
笑
庵
○
覚
」
 
 

の
、
土
地
争
い
の
結
果
が
、
い
わ
ば
課
税
調
査
の
端
緒
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
ち
ょ
っ
と
皮
肉
な
落
語
の
笑
い
に
、
課
税
を
回
避
し
ょ
う
と
 
 

す
る
農
民
の
検
地
に
対
す
る
本
音
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 

（
l
）
 
こ
の
検
地
の
時
、
今
井
村
は
神
戸
村
に
、
検
地
費
用
と
し
て
、
首
五
両
も
の
借
金
を
し
て
い
る
。
（
天
保
五
年
「
今
井
村
御
検
地
二
付
、
借
用
 
 

金
証
文
井
掛
合
之
始
末
日
記
」
丸
山
角
之
丞
筆
）
 
 

ま
た
、
こ
の
検
地
の
折
、
古
見
大
池
庶
と
い
う
二
十
ニ
ケ
村
入
会
地
の
新
開
が
願
い
出
ら
れ
、
井
路
を
変
更
の
上
、
新
開
が
認
あ
ら
れ
た
」
も
 
 

っ
と
も
、
初
発
願
人
の
内
、
一
部
は
開
発
を
断
念
し
、
残
り
の
人
達
に
よ
っ
て
開
発
が
行
わ
れ
た
。
神
戸
村
に
か
か
わ
る
入
会
地
の
開
発
の
外
 
 

に
、
こ
の
地
域
で
こ
の
頃
盛
ん
に
秩
場
の
新
開
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

三
八
七
 
 
 



三
八
八
 
 

為
取
替
規
定
証
文
之
事
 
 

信
州
筑
摩
郡
古
見
・
大
池
両
村
地
先
字
古
見
大
池
原
と
唱
候
弐
拾
ニ
ケ
村
入
会
無
境
之
芝
地
、
八
分
通
新
開
一
村
切
開
之
儀
、
去
ル
天
保
五
午
 
 

年
御
検
地
為
御
用
御
勘
定
様
御
越
被
遊
侯
節
、
高
遠
御
領
分
古
見
村
名
主
定
兵
衛
外
七
人
虐
奉
願
上
候
処
、
地
所
御
礼
之
上
、
翌
末
年
御
下
知
 
 

済
二
相
成
、
水
源
井
路
之
儀
ハ
、
尾
州
様
御
領
分
木
曽
萩
曽
村
地
内
尾
頭
沢
・
鼻
た
ら
し
沢
之
流
水
操
穴
ヲ
以
、
古
見
村
山
内
ハ
森
山
ノ
内
、
 
 

字
烏
帽
子
ケ
嶽
中
俣
沢
江
掘
抜
可
申
処
、
長
丁
場
操
穴
墜
石
故
、
普
請
難
出
来
二
付
、
右
萩
曽
村
地
内
真
之
沢
之
水
井
路
附
廻
シ
、
八
背
沢
虐
 
 

野
俣
沢
へ
掘
割
儲
川
江
含
水
致
、
字
川
花
見
こ
お
ゐ
て
新
井
分
量
樋
ヲ
以
、
原
地
江
引
取
度
、
井
路
模
様
替
之
義
、
松
本
御
役
所
江
奉
顕
上
、
 
 

御
見
分
之
上
、
普
請
出
来
仕
儀
処
、
一
鉢
深
山
幽
谷
之
儀
二
候
得
は
、
寒
気
之
勧
井
路
欠
崩
れ
手
入
行
届
不
申
：
付
、
臍
人
之
内
、
古
見
村
定
 
 

兵
衛
外
四
人
は
、
新
開
御
免
除
奉
願
上
、
古
見
村
伊
与
之
丞
外
弐
人
、
井
路
模
様
替
奉
頗
上
、
右
二
付
、
畑
方
町
歩
之
儀
は
、
入
会
村
々
と
瞑
 
 

人
示
談
相
整
規
定
左
之
通
 
 

一
畑
請
は
、
畳
鋪
共
：
反
別
五
拾
町
歩
：
限
り
、
新
聞
人
星
敷
統
江
片
寄
境
ヲ
立
開
発
致
、
手
入
不
行
届
候
而
茂
木
立
こ
は
致
間
鋪
、
苦
心
 
 
 

得
違
二
而
木
立
二
相
成
侯
節
は
、
及
懸
合
可
申
、
其
上
：
而
茂
等
閑
二
致
侯
ハ
、
、
元
形
二
伐
払
可
申
事
 
 
 

但
、
畳
鋪
語
弐
反
弐
畝
歩
ヲ
限
り
侯
上
は
、
四
壁
江
諸
木
相
立
候
儀
は
不
苦
僕
、
尤
是
追
星
敷
構
致
候
処
、
御
竿
請
い
た
し
過
歩
有
之
債
 
 
 

分
は
、
諸
木
伐
取
畑
方
二
切
発
可
申
、
且
又
、
右
之
場
所
早
速
畑
方
二
不
致
、
追
々
屋
敷
請
致
候
杯
と
申
立
、
木
立
其
儀
差
置
候
儀
は
、
 
 

決
而
致
間
鋪
侯
事
 
 

一
五
捻
町
歩
之
内
二
而
茂
、
切
発
不
申
芝
地
二
而
差
置
侯
分
は
、
是
追
之
通
入
会
珠
苅
取
可
申
事
 
 
 

前
書
之
通
相
違
無
之
二
付
、
為
後
証
規
定
為
取
替
申
処
、
偽
而
如
件
 
 

松
平
丹
波
守
御
預
所
 
 

信
州
筑
摩
郡
 
 

大
池
村
 
 

名
 
 
主
 
 
 

同
 
 

岡
右
衛
門
 
 

林
 
之
 
助
 
 
 



弘
化
二
巳
年
 
 
 

右
同
人
領
分
 
 

同
州
同
郡
 
 

梶
海
後
村
 
 
 

庄
 
 
畳
 
 
 

与
・
頭
 
 

同
 
 

書
太
右
衛
門
 
 

与
 
頭
 
重
▼
兵
 
衛
 
 
 

同
 
 

常
 
次
 
郎
 
 
 

同
 
 

庄
右
衛
門
 
 

百
姓
代
 
小
 
兵
 
衛
 
 
 

助
 
 
 
七
 
 
 

同
 
 

同
 
 

平
左
衛
門
 
 

小
前
惣
代
 
半
左
衛
門
 
 
 

同
 
 

亀
 
 
 
吉
 
 
 

同
 
 

茂
左
衛
門
 
 

（
以
下
、
今
井
村
上
分
・
下
 
 

分
、
小
坂
村
、
竹
田
村
、
荒
 
 

井
村
、
中
村
、
下
和
田
村
、
 
 

境
村
、
衣
外
村
、
藤
村
、
南
 
 

和
田
村
、
上
神
林
村
、
水
代
 
 

村
、
二
子
村
、
下
神
林
村
、
 
 

神
戸
村
、
神
戸
新
田
、
省
略
）
 
 

小
 
文
 
治
 
 

彦
 
之
 
丞
 
 
 

≡
八
九
 
 
 



（
2
）
 
北
島
正
元
編
『
土
地
制
度
史
』
Ⅰ
 
大
石
慎
≡
郎
氏
に
よ
る
口
絵
説
明
文
。
 
 

内
藤
駿
河
守
領
分
 
 
 

同
州
同
郡
 
 

古
見
村
 
 
 

願
 
 
人
 
 
 

名
 
 同

 
 
 

年
 
呑
 
 

同
 
 

同
 
 
 

与
 
頭
 
 
 

与
 
 
頚
 
 
 

小
前
惣
代
 
 

小
野
沢
村
新
田
 
 
 

願
 
 
人
 
 

本
洗
馬
村
 
 
 

瞑
 
 
人
 
 

長
百
姓
 
 

小
前
惣
代
 
 
 

同
 
 

（
北
栗
林
村
、
 
 

省
略
）
 
 

三
九
〇
 
 
 

源
 
兵
 
衛
 
 

伝
 
兵
 
衛
 
 

勇
右
衛
門
 
 

下
神
林
村
、
 
 

伊
与
之
丞
 
 

孫
二
右
衛
門
 
 

六
郎
右
衛
門
 
 

又
左
衛
門
 
 

織
 
之
 
丞
 
 

源
 
≡
 
郎
 
 

惣
左
衛
門
 
 

五
右
衛
門
 
 

太
治
右
衛
門
 
 

七
 
之
 
丞
 
 

原
八
右
衛
門
 
 
 



日
本
歴
史
学
会
拓
『
日
本
歴
史
』
二
三
六
号
 
口
絵
。
 
 

乍
恐
以
書
付
奉
隣
上
供
 
 

信
濃
国
筑
摩
郡
神
戸
村
壷
戸
新
田
、
同
郡
今
井
村
分
江
出
作
荒
畑
2
儀
は
、
至
而
悪
作
二
而
砂
石
多
士
少
く
年
内
壱
毛
作
茂
立
毛
立
兼
、
連
 
 

嘉
地
二
罷
成
欺
敷
仕
含
量
存
侯
、
適
蒜
精
根
起
シ
耕
作
候
得
共
、
何
分
秋
作
壱
毛
茂
生
立
不
申
、
無
拠
荒
地
二
罷
成
憲
入
侯
、
票
 
 

之
義
は
、
御
検
地
之
節
御
覧
之
通
り
、
用
木
等
こ
は
相
成
不
申
、
薪
而
己
私
共
村
々
山
寄
場
所
二
御
座
候
得
は
、
薪
直
段
茂
下
直
二
而
御
上
納
 
 

之
価
出
来
不
仕
、
猶
又
、
御
伝
菱
中
山
道
之
内
、
熟
川
宿
虐
福
嶋
宿
追
四
ケ
宿
江
大
助
響
唱
人
馬
相
勒
、
其
上
本
山
宿
姦
尻
宿
追
ほ
定
 
 

助
郷
与
唱
へ
今
井
村
姦
触
当
、
二
重
勤
二
罷
成
、
八
ケ
宿
往
返
弐
拾
七
八
里
茂
御
座
候
処
追
荷
物
拝
送
り
、
大
御
通
行
之
節
は
、
十
五
才
点
 
 

六
拾
歳
以
上
追
罷
出
候
而
茂
引
足
り
不
申
、
不
足
之
分
、
壱
賃
差
出
、
雇
人
馬
二
而
御
用
弁
仕
儀
義
二
御
座
候
而
、
御
奉
行
所
横
江
も
敷
皮
奉
 
 

歎
願
候
程
之
儀
、
右
二
順
シ
諸
夫
銭
相
嵩
必
至
与
行
立
不
申
難
警
棒
任
侠
、
前
書
車
中
上
侯
儀
共
被
為
開
召
訳
、
以
御
憐
覧
地
之
分
、
 
 

小
物
成
米
永
内
二
御
上
納
被
為
仰
付
被
下
置
侯
ハ
、
、
広
大
之
御
慈
悲
与
難
有
仕
合
二
奉
存
侯
、
別
紙
荒
地
小
前
帳
奉
差
上
侯
、
何
卒
警
 
 

通
御
聞
済
被
下
置
侯
様
幾
重
二
茂
章
節
上
侯
、
以
上
 
 

信
濃
国
筑
摩
郡
 
 

天
保
五
午
年
九
月
 
 

神
戸
村
 
 
 

名
 
 
主
 
 
 

組
 
 
頭
 
 
 

百
姓
代
 
 
 

同
 
 
断
 
 
 

同
 
 
断
 
 

神
戸
新
田
 
 
 

名
 
 
主
 
 
 

与
 
頭
 
 藤

 
三
 
郎
 
 

何
右
衛
門
 
 

角
 
之
 
丞
 
 

定
 
之
 
助
 
 

十
 
四
 
郎
 
 

増
 
 
蔵
 
 
 

書
 
 
蔵
 
 
 

≡
九
一
 
 
 



御
検
地
 
 

御
車
行
所
様
 
 
 

（
5
）
 
弘
化
二
年
「
小
前
乱
妨
一
件
」
 
丸
山
文
書
。
 
 

三
九
二
 
 

百
姓
代
 
走
 
之
 
助
 
 
 



今
井
村
唐
音
見
紆
江
掛
り
用
水
新
堰
出
入
入
組
、
議
答
共
御
検
地
被
仰
付
、
小
又
・
神
戸
新
田
、
神
戸
共
出
作
之
分
、
八
月
 
 

廿
二
目
虐
始
り
、
尤
其
以
前
地
引
絵
図
帳
面
共
、
差
上
ル
帳
仕
立
絵
図
面
、
空
欄
記
、
・
本
書
は
銘
々
打
有
之
候
事
故
、
愛
 
 

二
其
節
之
次
第
を
記
し
置
而
己
 
 
 

但
し
、
絵
図
は
清
水
紙
壱
枚
く
ら
い
に
耕
地
道
を
限
り
仕
立
 
 

三
九
三
 
 
 

御
検
地
之
次
第
 
 

曙
姶
著
述
 
 



は  
御   八  
覧
之
後
下
に
、
夫
二
而
御
案
内
致
ス
 
 
 

何
枚
二
而
も
 
 

ケ
様
二
認
メ
 
 

荒
所
は
御
 
 

検
地
之
節
 
 

御
見
分
無
之
 
 

場
所
一
枚
絵
図
二
仕
立
 
 

耕
地
切
用
可
申
 
 

天
保
五
午
年
八
月
 
 

今
井
分
御
案
内
小
前
帳
 
 

■ 
1
1
・
神
戸
村
 
 

字
 
番
 
 

一
反
 
畝
 
 

一
同
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縄
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縄
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．
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縄
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